
飼料国内自給化緊急対策事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

配合飼料や輸入乾牧草は、世界的な穀物需要の増加や円安などの影響により価格が高

騰しており、今後も高値で推移することが懸念される状況にある。 

そこで、本県の畜産経営体が輸入飼料価格に左右されない国産飼料を主体にした経営

構造へと転換が図れるよう自給飼料の生産拡大の取組みを支援するとともに、食品残さ

や未利用資源等を飼料として活用する取組みを支援することで、持続的に発展できる足

腰の強い畜産経営体の確立を目指す。 

 

第２ 用語の定義 

  本事業で言う国産飼料は、以下のものとする。 

１ 食品残さとは、食品工場等の製造段階で排出される残さやレストラン、店舗など

の流通段階で排出される残さで飼料として活用できる資源（以下、「食品残さ」と

いう。） 

２ 未利用資源とは、耕種農家等における生産や選別段階で排出され、これまで活用

されてこなかった残さで、飼料として活用できる資源（以下「未利用資源」とい

う。） 

３ 飼料作物とは、稲 WCS、牧草類、飼料用トウモロコシ等、飼料として活用できるも

の（以下「飼料作物」という。） 

  

第３ 事業の内容及び種類 

本事業の種類は次のとおりとし、事業種目ごとの補助対象経費及び補助率は別表１

のとおりとする。 

１ 国産飼料生産拡大対策 

飼料作物の生産拡大の取組に対する支援 

２ 食品残さ等飼料化対策 

食品残さや未使用資源の飼料化の検討に要する経費への補助 

なお、既に飼料として広く利用されている粕類などのエコフィードは、飼料化の 

  検討を要しないため、補助対象外とする。 

 

第４ 事業実施主体 

県内に農場あるいは事業所があり、国産飼料の生産・供給・利用拡大に取り組む

以下の者とする。 

１ 畜産農家 

２ 法人及び団体（農業協同組合、農事組合法人、株式会社（農業生産法人）等） 



３ 県内に農場がある 1戸以上の畜産農家を含む多様な事業者で構成される集団等（コ

ンソーシアム等） 

 

第５ 事業の要件 

１ 事業実施主体 

第４の２及び３の事業実施主体が事業を実施する場合は、次の事項の全てを含む

規約を有するものとする。 

  ア 団体・集団等（以下、「団体等」という。）の目的、名称、事務所の所在地、

代表者及び構成員に関する事項 

 イ 団体等の運営に関する事項 

 ウ 団体等の会計、補助金の管理及び使途に関する事項 

 エ 機械等の管理運営に関する事項 

 オ その他、団体等の目的達成に必要な事項 

２ 実施基準 

   第３の１の補助対象面積は、令和６年度の飼料作付面積に対して、令和８年３月１日

までに拡大した飼料作付面積及び令和８年産の飼料作物の生産に向けて新たに土地の

購入又は借受した面積とする。 

３ 関係法令の遵守等 

   本事業による補助を受ける者は、県税の滞納を行っていないほか、家畜排せつ物の管

理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成 11年農林水産省令第 74号）、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）、飼料の安全性の確保及び品質

の改善に関する法律（昭和 28年法律第 35号）、家畜伝染病予防法（昭和 26年法律第

166号）、飼養衛生管理基準（令和 3年農林水産省令第 55号）、農地法（昭和 27年法

律第 229号）等、本事業に関係する法令・規程等を遵守し、適正に事業を実施するもの

とする。 

 

第６ 事業の実施期間 

   この事業の実施期間は令和７年度とする。 

 

第７ 事業実施等の手続き 

１ 事業実施主体は、事業実施計画書（様式第１号）を農林事務所長（以下「所長」とい

う。）に提出するものとする。 

２  所長は、事業実施主体から提出された事業実施計画について審査を行うとともに、

事業実施計画が適正と認められるときは、承認するものとし、様式第２号により事業実

施主体に通知するとともに、事業実施計画書の写しを知事に提出するものとする。 

なお、計画の適正性を判断するにあたっては、市町村・家畜保健衛生所等とも連携の



うえ、事業実施主体に対する各機関からの第５の３の関係法令の指導状況などを確認

するものとする。 

３ 事業実施主体は、承認を受けた事業実施計画について、次に定める変更が生じる場合

には、前１項から２項に準じて手続きを行い所長の承認を受けるものとする。 

（１）事業の中止及び事業実施主体の変更 

（２）補助金額の増又は 30％を超える減 

４ 県域団体が補助事業者となった場合は、事業実施計画書は知事に提出するものとす

る。 

 

第８ 助成 

    県は、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成措置を講ずるものとす

る。 

 

第９ 事業の実施報告  

１ 事業実施主体は、当該事業終了後、速やかに事業の実施報告書（様式第３号）を作成

し、農場の所在地を管轄する所長に提出するものとする。 

２ 所長は、１の提出があった場合は、内容について必要な確認を行うとともに、その写

しを知事に提出するものとする。 

３ 県域団体が補助事業者となった場合は、事業の実施報告書は知事に提出するものとす

る。 

 

第 10 実施状況報告 

１ 第３の１を実施する事業実施主体は、事業実施年度における事業実施状況報告書

（様式第４号）を作成し、事業実施年度の翌年度の６月末までに所長に報告するもの

とする。 

 ２  所長は、前項に基づき提出された実施状況報告書の写しを７月末までに知事に提出

するものとする。 

 ３ 所長は、本要領に定めるものの他、事業実施状況及び事業実績について必要に応じ

て、事業実施主体に対し調査を行い、報告を求めることができる。 

 ４ なお、事業実施年度の翌年度の６月末までに作付が完了しない令和８年産飼料作物

については事業実施年度の翌々年度の６月末までに所長に報告するものとする。所長

は前項に基づき提出された実施状況報告書の写しを７月末までに知事に提出するもの

とする。 

 ５ 県域団体が補助事業者となった場合は、事業の実施状況報告書は知事に提出するも

のとする。 

 



 

 

第 11 事業実施上の留意点 

１ 補助対象経費は、本事業に直接要する経費であって、経費の根拠が明確で履行確認が

できるものであり、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものに限る。 

２ 自力もしくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業を本事業に切り

替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。 

 

第 12 不正行為等に対する措置 

    所長は、事業実施主体が本事業の実施に関連して不正な行為をした場合又はその疑

いがあると認めた場合には、事業実施主体に対し当該不正またはその疑いのある行為

等に関する事実関係及び発生原因の究明並びに再発防止のための是正措置等の適正な

措置を講ずるように求めるものとする。 

 

第 13 その他 

当該事業の実施につき必要な事項は、この要領に定めるもののほか、別に定めるもの

とする。 

 

  付 則 

  この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

付 則 

  この要領は、令和６年６月 17日から施行する。 

 

  付 則 

  この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

  この要領は、令和７年４月２日から施行する。 

 



（別表１） 取組支援の助成内容等 

 

事 業 種 目 助 成 内 容 補助率及び補助額 

１ 国産飼料の利用拡大への支援 

（１）国産飼料生産拡大対策 

 

 

 

（２）食品残さ等飼料化対策 

 

  

 飼料作物の生産面積拡大の取組に対する支援 

 ただし、飼料用米及び稲わらは除くものとする。 

  

 

 食品残さ等の飼料化の検討に係る費用（食品残さを活用

するにあたり必要な調査・分析・試作・運搬（コンテナ・

フレコンバックを含む）等の経費に対する補助） 

 

 

生産拡大した面積に対し、10 千円/10a 

（なお、補助額については、10 千円未満を切

り捨てることとする。） 

 

１/２以内 

（なお、既に飼料として広く利用されてい

る粕類などのエコフィードは、飼料化の 

検討を要しないため、補助対象外とす

る。） 

 

 


